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１．土壌DXの概要
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1-1．＃シン・トセイ 都政の構造改革ＱＯＳアップグレード戦略

4シン・トセイ 都政の構造改革QOSアップグレード戦略【概要版】 (tokyo.lg.jp)（https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/basic-plan/shintosei_gaiyou/html5.html#page=1）

https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/basic-plan/shintosei_gaiyou/html5.html#page=1


1-2．DX（デジタルトランスフォーメーション）とは
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× 単なるデジタル・システム化＝デジタリゼーション（デジタル改善）・・・2000年代初頭

・・・業務フローに合わせた審査システム、届出システム開発等

〇 ICT技術活用した、業務の進め方の変革（デジタル変革）…2010年代～

（DX推進ガイドライン、2018、経済産業省）

『業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、優位性を確立』

ほとんどの失敗例・・・従来の取り組みの延長線上に留まってしまう。

デジタル革命の本質、2020、McKinsey&Company
https://www.mckinsey.com/jp/~/media/mckinsey/locations/asia/japan/our%20work/digital/accelerating_digital_transformation_under_covid19-an_urgent_message_to_leaders_in_japan-jp.pdf

https://www.mckinsey.com/jp/~/media/mckinsey/locations/asia/japan/our%20work/digital/accelerating_digital_transformation_under_covid19-an_urgent_message_to_leaders_in_japan-jp.pdf


1-3.土壌汚染対策届出情報のデジタル化プロジェクト（環境局リーディングプロジェクト）
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土壌DX



1-4．土壌DXのあるべき姿
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・届出書のデジタル化
・オンライン窓口

届出書類のデータを
届出から公開までワン・ステップ

届出者

事業者

都民

・審査、蓄積、集計

データベース
東京都職員

・オープンデータ化

・案件情報の共有化

区市担当者

③社会的メリットのある情報の公開

②迅速な確定データの集積

①届出者の負担軽減

⇒実現のために新システムを開発



1-5．新システムのイメージと主要コンセプト
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 都や国の掲げる「行政手続きのデジタル化」や「オープンデータ化の推進」等の方針の下、先端技術等をフルに活
用して、土壌汚染対策届出システムを整備し、利用者の利便性向上、都民サービスの向上、行政運営の効率化等を
実現するために、新システムの主要コンセプトを以下のとおり策定

デジタルファーストの実現

シントセイで打ち出されたワンストップ・オンライン手続プロジェクトや

政府方針に従い、届出者との紙でのやり取りを見直し、オンライン

での申請を完結。届出者・都職員双方の利便性を向上。

民間クラウドサービスの活用
ネットワーク環境の変化やクラウド・バイ・デフォルト原則を踏まえ、ク

ラウドサービスの利用を第一に検討。

関連システムの活用/データ連携

新システムと既存システムで扱うべき業務を整理したうえで、必要な

情報連携を自動化し、無駄のないデータフローを構築。

審査業務のデジタル化・クラウド化

審査業務のデジタル化・クラウド化を通じて事務処理の標準化・

自動化・簡素化を実現するとともに、補正対応の省力化を実現。

２

１

３

4
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新システムの主要コンセプト

正確且つ迅速なオープンデータ化の実現

調査結果等、デジタル化された情報の蓄積、データチェック、

オープンデータ化を実現し、QOSを向上。

関連システム

届出者

• 調査対象土地の
汚染状況調査

• 届出書類の
作成・提出

• 東京都への
問合せ

都職員

• 届出者からの

問合せ対応

• 届出の審査

• 文書管理

• 区市への連絡

• 届出情報の

公開

• 現地確認

TAIMS
端末

土壌汚染対策届出システム

事前相談
事前相談

• お知らせ
• FAQ

届出提出

未届事業確認

問合せ対応

審査

データ集計

情報公開

情報活用

都民

• 土壌汚染対策
関連情報の活
用

結果通知

Web会議サービス

チャットボット総合案内

届出

• 届出のオンライン受付、統一フォーマットの様式提供
• 地図情報等の届出作成支援

審査

• 届出情報の管理・審査 庁内システム

集計

• 届出情報の集計

届出照合

• 未届の可能性の高い案件の抽出

各種管理

• ユーザ管理、バッチ処理等管理 認証システム

情報公開

• 届出、地図、台帳情報の作成・変換
• 各情報公開用サービスとの連携

台帳情報公開システム 東京都デジタルツイン

東京都オープンデータ

カタログサイト

連携

連携

その他提供サービス東京都提供サービス凡例：

２

１

３
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補正

補正依頼



1-6．業務フロー
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 クラウドサービス及び届出作成支援ツールに係る市場調査結果を踏まえ、新システムを用いたあるべ
き姿としてのTo-Be業務フローを整理した上で、新システムに求める機能要件を詳細化

廃止・簡素化/自動化（システム化）
マニュアルやFAQ、チャットボットの整備に
より届出者・都職員の問合せ対応の負荷
を軽減。
窓口は総合相談窓口に一本化し、Web
会議等によるオンライン対応とする。

標準化/自動化（システム化）
届出書類の形式チェック、添付書類と
の照合等の機械的に判定するチェック
基準を標準化し、届出提出のタイミン
グで自動チェックすることで、届出者・
都職員双方の事務負担を軽減。

標準化/自動化（システム化）
様式の定めがある届出書類は画面上の
フォーム入力、添付書類・別冊資料の図面
の作成支援機能を提供し、申請内容の様
式・粒度統一を図るとともに、申請作業及
び審査業務に係る双方の負荷を軽減。

自動化（システム化）
電子申請を行う場合は、画面上の
フォームに入力又はアップロードされた
ファイルをまとめたPDFの出力を可能
にし、副本の提出・返却に係る届出
者・都職員双方の事務負担を軽減。

自動化（システム化）
これまで手動によるオープンデータ化
作業を自動化することで、迅速なオー
プンデータ化を達成。

自動化（システム化）
公開する台帳データの
出力を自動化し、迅速
な公開を達成。



1-7．新システム構成イメージ
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1-8．届出作成支援ツール
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①届出作成における画面フォームへの入力機能又はExcel読込み機能の提供

法定様式
（鑑文）

添付書類

集計表等一覧

 法定様式及び各届出に必要な書類について、システム上に入力フォームを作成する。これにより、所在地
等複数個所に入力な必要な情報は1回の入力で済むようになり、届出における省力化を図る。

 Excelフォーマット様式の読込み機能も併せて提供し、エラーチェックも実装する。

②調査データ取りまとめにおけるExcel読み込み
又はAI-OCR読込み機能の提供

図面等
：フォームへの入力やExcel読み込み

③試料採取地点図等の作成における図面作成支援ツールの提供

 計量証明書から調査報告書へ濃度を転記する際のExcel読み込み
機能やAI－OCRを用いた自動転記機能について提供し、転記ミ
スの防止やチェック時間の省力化を図る。

 土壌汚染状況調査に使用可能な図面作成ツールを作成し提供す
る。提供にあたっては、情報利用や画一化等の観点から、起点
座標やメッシュ番号の名づけ方等についてルールを設けること
とする。なお、本ツールは東京都に対して報告する法定又は条
例調査報告書作成時にのみ使用を可能とする。



1-9．土壌DXロードマップ
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項目 R4年度(2022) R5年度(2023) R6年度(2024) R7年度(2025) R8年度(2026)

システム

オープンデータ

既存システム（電子申請等）

新システム稼働

新システムβ版

Excelフォーマット

チャットボット

H23~H30の
汚染あり公開
(報告書単位)

R3,R4の汚染
あり公開
(単位区画毎)

R5の汚染
あり公開
(単位区画毎)

R6の汚染
あり公開
(単位区画毎)

システムによるデータ
公開（随時）

新システム設計開発

読込み

要件定義等



２．これまでの取組み
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2-1．届出書類のフォーマット化
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②入力項目の網掛け表示
法定様式に準拠しつつ、記入欄は
必須／条件必須に応じて色別での
網掛けを設定している。

⑤メモ情報の表示
入力に係る注意事項や入力方法は
メモ情報としてマウスオーバー時に表示可能
としている。

⑥チェック情報の表示
入欄外に入力必須や項目相互の
チェック情報を表示。

① Excel形式での様式作成
Excel形式とし、様式の統一や今後
のデータ利活用を図る。

 土壌汚染関連の届出様式は、法定様式である届出書等の鑑を除き定められておらず、デジタルデータ収受・蓄
積、オープンデータ化に向けて課題がある。そこで、新システム公開に先立ち、Excelを用いて各様式の
フォーマット化を一部実施した。

 フォーマット化にあたっては、後続業務でのデータ利活用・事業者の利便性向上の観点で要件を整理している。

共通要件（レイアウトに係る全体的な方針）

③グループ設定を利用した複数入力
複数入力となる行はグループ設定を
行い、届出者の記入情報に応じて入
力欄の展開・折りたたみを行う。

④別紙のデータ参照による鑑文の表示
数十件以上の記入が想定される項目は別
紙にて記入し、鑑文では別紙の情報をデー
タ参照する形で表示する。



2-2．フォーマット化対象様式一覧
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No. 種別 様式名

1 法定 土壌汚染状況調査結果報告書

2 法定 一定規模以上の土地の形質の変更届出書

3 法定 土壌汚染状況調査結果報告書

4 法定 汚染除去等計画書

5 法定 工事完了報告書

6 法定 実施措置完了報告書

7 法定 形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更届出書

8 法定 指定の申請書

9 法定 要措置区域等に搬入された土壌に係る届出書

10 法定 搬出しようとする土壌の基準適合認定申請書

11 法定 汚染土壌の区域外搬出届出書

12 法定 汚染土壌の区域外搬出変更届出書

13 法定 工事完了報告書

14 法定 措置完了報告書

15 法定 土壌地下水汚染対策計画書

16 法定 別紙

17 法定 土壌地下水汚染対策完了届出書

18 法定 土壌汚染状況調査報告書

19 法定 別紙

20 法定 汚染拡散防止計画書

21 法定 別紙

22 法定 汚染拡散防止措置完了届出書

23 法定 土地利用の履歴等調査届出書

24 法定 別紙

フォーマット化対象様式一覧（シート換算：61シート）

No. 種別 様式名

25 別紙 指定調査機関確認書（法3条）

26 別紙 指定調査機関確認書（法4条）

27 別紙 指定調査機関確認書（法14条）

28 別紙 指定調査機関確認書（認定）

29 別紙 指定調査機関確認書（条例）

30 別紙
土壌汚染状況調査結果報告シート
汚染状況調査方法（法、条例）

31 別紙
土壌汚染状況調査結果報告シート
汚染状況調査結果（法、条例）

32 別紙
詳細調査(深度方向調査)結果報告シート
詳細調査方法（法、条例）

33 別紙
詳細調査(深度方向調査)結果報告シート
詳細調査結果（法、条例）

34 別紙 土地利用の履歴等年表

35 別紙 調査結果一覧 土壌ガス調査

36 別紙 調査結果一覧 汚染状況調査（2種,3種）

37 別紙 調査結果一覧 汚染状況調査（2種,3種の地下水）

38 別紙 調査結果一覧 汚染状況調査（1種）

39 別紙 調査結果一覧 詳細調査

40 別紙 筆一覧

41 別紙 当該土地の所有者等の所在が明らかとなる書面

42 別紙 要措置区域所在地一覧

43 別紙 要措置区域等所在地一覧

44 別紙 形質変更時要届出区域所在地一覧

45 別紙 指定を受けたい土地の所在地一覧

46 別紙 （入力用シート）汚染土壌の特定有害物質による汚染状態

No. 種別 様式名

47 別紙 法7条計画シート

48 別紙 掘削土量集計表

49 別紙 法7条完了シート

50 別紙 管理票を整理した一覧表

51 別紙 埋戻し土の品質管理に関する事項

52 別紙 搬入土一覧表

53 別紙 法12条確認シート

54 別紙 搬出土壌の基準適合認定申請の範囲について

55 別紙 土壌汚染状況調査結果報告シート

56 別紙 認定調査における試料採取等の対象特定有害物質の把握表

57 別紙 法16条認定シート

58 別紙 法16条確認シート

59 別紙 (形質変更時要届出区域における）計画と実施の相違点一覧

60 別紙 特定有害物質の使用及び排出等の状況に係る一覧

61 別紙 汚染状況一覧



2-3．フォーマット化における工夫点①
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②地番情報の記入方法
（別紙の地番一覧への入力）
地番情報は、審査以降での
データ利活用を考慮し、別紙に
一覧形式で記入する形とし、鑑
文ではその内容を参照して表示
する形こととした。

①法第4条での分割届出に係る入力方法
（“今回届出”の識別情報の入力）
法第4条の届出において、段階的な届出
が行われている現状に対応し、「今回届出」
を識別する情報を記入可能とした。

個別要件（記入方法・入力データチェック）

条例第117条1項

条例第117条2項

条例第117条3項

条例第117条6項

③連続性のある届出書の項目間の
入力データの整合性チェック

条例第117条関連の届出において、
各届出の前項との連続性を考慮し、
各項の届出様式を同一のブックに統
合し、各項間での入力データの整合性
チェックを可能とした。

法第4条1項鑑文

法第4条1項別紙（地番一覧）

 届出審査においてよく指摘を行う点について、注意書きでだけではなく入力方法等を工夫することで補正作業
の省力化を図っている。

条例第117条法第4条



2-4．フォーマット化における工夫点②
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個別要件（記入方法・入力データチェック）

①法第7条での「実施措置の種類」の選
択に応じた動的な項目表示
法第7条の各届出において、「実施措置の
種類」の選択に応じて、記入欄に表示する
項目を動的に表示することで、転記などの
記入者の作業削減を図った。

法第7条9項裏面

②完了シートでの変更箇
所の強調表示
各完了シートにおいて、計
画と実績の値を比較し、
変更の有無に応じて理由
記載欄を強調表示するこ
とで、利用者（記入者、
審査者）の可視性の向
上を図った。

(形質変更時要届出区域における）計画と実施の相違点一覧

③基準超過となる汚染物
質の強調表示
入力された汚染物質と調
査結果を各種基準と比較
し、結果に応じた強調表
示を行うことで、利用者
（記入者、審査者）の
可視性の向上と作業効
率化を図った。

調査結果一覧

 本フォーマットは、アジャイル手法による開発を行っており、今後の新システム設計開発やフォーマット運用
におけるご意見をもとに、ユーザビリティが高いフォーマットとしていく。

法第7条 完了報告及び調査結果



2-5．届出作成の手引きの改訂
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 本フォーマットに対応した、新手引きを令和５年8月に発行。フォーマット対応等による主な変更点は以下の
とおり。

本フォーマット化した様式については、記載例を差替え

⇒併せて新規に作成したフォーマットの記載例も追加

法7条確認シート、法12条確認シートの追加
⇒法令要求事項を列挙したシートを追加。なお、当シートに周辺環境
保全対策も盛り込んだシートとなっているため、本シートを提出し
た場合は、別紙として改めての周辺環境保全対策の提出は不要。

汚染の除去等の措置計画と実施の相違点一覧の変更
⇒法7条確認シート、法12条確認シートの追加に伴い、計画と完了時
の差異等が確認できるように様式を見直し。

条例における提出書類一覧の掲載形式を変更

⇒法と同様の提出書類一覧に統一。

提出書類一覧を、フォーマット後の仕様に変更

⇒フォーマット化に伴う書類の追加・廃止を実施



2-6．法12条シート抜粋①
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法12条届出において、溶出量基準超
過の土地での最大の審査ポイントで
あるH31環境省告示第５号の適用状況
について、工種ごとに記載



2-7．法12条シート抜粋②

20

周辺環境保全対策を集約。これに
より別紙にて周辺環境保全対策の
提出を不要に。



2-8．東京都チャットボット
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 東京都では、都民サービスの向上を図るため、定型的な問い合わせ等に対迅な回答が可能なチャットボットの
活用を進めている。

 チャットボットとは、チャット＋ボット（＝ロボット）を組み合わせた言葉で、AIを活用してロボットが自動
で対話型のコミュニケーションを行うツール。



2-9. 土壌汚染対策チャットボット

22

 土壌汚染届出情報のデジタル化プロジェクトの一環として、届出者
の利便性の向上の観点から土壌汚染対策に係るよくあるご質問へ回
答するチャットボットを令和4年7月より局ホームページへ導入。

 令和5年9月末時点でのFAQ数は128となっている。

 チャットボットへの入力情報解析や総合相談窓口等への問合せ状況
を踏まえて、随時FAQを拡充していく。



2-10．オープンデータ化
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 円滑な土地の利活用や基準不適合土壌が存在する土地の管理、自然由来等土壌のトレーサビリティの確保を確
実に行うことを目的として、届出情報等についてオープンデータ化を実施していく。

調査結果表 ※基準適合案件のデータも公開
（土壌濃度、地下水濃度）

住所（地番） 届出収受日 有 無

汚染状況調

査届出状況 備考

品川区◇◇三丁目１番 R6.5.22 〇 -

板橋区◇◇町一丁目３番 R6.6.12 〇 -

大田区◇◇四丁目５番 R6.7.12 〇 -

： ： ： ： ： ：

： ： ： ： ： ：

汚染のおそれ

地歴調査結果表

23

A1-1A1-2A1-3

A1-4A1-5A1-６

A1-7A1-8A1-9

３Ｄデジタルデータ
（将来構想）

起点 （調査対象地）

（緯度・経度情報）

10m

10m

届出収受日 搬入元（地番） 搬入先（地番） 目的 種類 運搬土量

R6.5.20 品川区◇◇三丁目１番 大田区◇◇四丁目５番 使用 同一地層 150m3

R6.6.4 大田区◇◇二丁目４番 大田区◇◇三丁目８番 処理 - 200m3

R6.7.11 江東区◇◇五丁目５番 江東区◇◇七丁目１番 使用 同一港湾 100m3

： ： ： ：

： ： ： ：

自然由来等土壌搬出情報

種別 試料採取区画 調査対象物質 調査深度 基準値 測定結果

（ｍ） （mg/l） （mg/l）

溶出量 A1-2 鉛及びその化合物 表層（0～0.5m） 0.01 0.02

溶出量 A1-2 鉛及びその化合物 GL-1.0m 0.01 0.03

溶出量 A1-2 鉛及びその化合物 GL-2.0m 0.01 0.03

溶出量 A1-2 鉛及びその化合物 GL-3.0m 0.01 0.04

溶出量 A1-2 鉛及びその化合物 GL-4.0m 0.01 0.05

溶出量 A1-2 鉛及びその化合物 GL-5.0m 0.01 0.01

溶出量 A1-2 鉛及びその化合物 GL-6.0m 0.01 0.02

溶出量 A1-2 鉛及びその化合物 GL-7.0m 0.01 0.03

溶出量 A1-2 鉛及びその化合物 GL-8.0m 0.01 0.03

溶出量 A1-2 鉛及びその化合物 GL-9.0m 0.01 0.03

溶出量 A1-2 鉛及びその化合物 GL-10.0m 0.01 0.03

溶出量 A1-3 砒素及びその化合物 表層（0～0.5m） 0.01 0.03

溶出量 A1-3 砒素及びその化合物 GL-1.0m 0.01 0.02

溶出量 A1-3 砒素及びその化合物 GL-2.0m 0.01 0.03

溶出量 A1-3 砒素及びその化合物 GL-3.0m 0.01 0.03

溶出量 A1-3 砒素及びその化合物 GL-4.0m 0.01 0.01

溶出量 A1-3 砒素及びその化合物 GL-5.0m 0.01 0.01

溶出量 A1-3 砒素及びその化合物 地下水 0.01 0.005

オープンデータ化イメージ



2-11．オープンデータの提供様式
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 東京都オープンデータカタログサイトにてCSVファイル形式で公開
（https://catalog.data.metro.tokyo.lg.jp/dataset/t000009d0000000034）

年度 種別 番号 所在地 起点（地番） 起点ｘ座標 起点ｙ座標
回転角

（度分秒）
調査区画数

調査種別（土

壌概況/土壌

詳細/地下水

代表地点/地

下水対象地境

界/地下水詳

細）

地点種別

（一部対象

混合/一部対

象個別/全部

対象/第一種

代表地点/第

二種・第三

種代表地

点）

評価区画 採取区画 深度(m)
標高

(TPm)

標高

(APm)

3 四 999新宿区西新宿二丁目８番１号外○筆新宿区西新宿二丁目830番21の最北端35°41′29.23″139°41′19.70″ 35°41′23″ 9 土壌概況 一部対象混合A1-1'A1-2'A1-3'A1-4'A1-5'A1-6'A1-7'A1-8'A1-9A1-2'A1-4'A1-5'A1-6'A1-8表層

3 四 999新宿区西新宿二丁目８番１号外○筆新宿区西新宿二丁目830番21の最北端35°41′29.26″139°41′19.73″ 35°41′23″ 9 土壌概況 全部対象 A2-1 A2-1 表層

3 四 999新宿区西新宿二丁目８番１号外○筆新宿区西新宿二丁目830番21の最北端35°41′29.26″139°41′19.73″ 35°41′23″ 9 土壌概況 全部対象 A2-2 A2-2 表層

3 四 999新宿区西新宿二丁目８番１号外○筆新宿区西新宿二丁目830番21の最北端35°41′29.26″139°41′19.73″ 35°41′23″ 9 土壌概況 全部対象 A2-4 A2-4 表層

3 四 999新宿区西新宿二丁目８番１号外○筆新宿区西新宿二丁目830番21の最北端35°41′29.26″139°41′19.73″ 35°41′23″ 9 土壌概況 一部対象個別 A1-1 A1-1 表層

届出の文書番号
に係る情報

対象地の位置に関する情報 調査に関する情報

TCE_

GAS

(ppm)

PCE_

GAS

(ppm)

DCM_

GAS

(ppm)

・・・

Cd_

Elu

(mg/l)

CN_

Elu

(mg/l)

Pb_

Elu

(mg/l)

Cr6+_

Elu

(mg/l)

・・・

Se_

Con

(mg/kg)

B_

Con

(mg/kg)

F_

Con

(mg/kg)

・・・

Bz_

Wat

(mg/l)

Cd_

Wat

(mg/l)

CN_

Wat

(mg/l)

・・・

ND 0.12 ND

ND 0.01 ND

ND ND

ND 0.08

ND 0.03

調査結果に関する情報

ND

ND

ND

ND

https://catalog.data.metro.tokyo.lg.jp/dataset/t000009d0000000034


●ユーザーが利用しやすい地盤情報との連携方法を検討中

 オープンデータ掲載ページに東京の地盤（GIS版）のページやデータのリンク
 公開するオープンデータに地盤情報を追加
 その他地盤情報に関わるデータ等

2-12．オープンデータと関連情報（地盤データ等）の連携

25

情報連携

 令和５年10月３日時点で、令和元年度及び令和２年度に届出のあった土壌汚染状況調査結果報告書のうち、
すでに台帳にて公開されている調査データについて公開済み（報告書単位）

 令和５年中に平成23年から平成30年までの同様の調査データを公開予定（報告書単位）

 令和６年３月までには、令和3年度及び令和4年度の一部の調査データを公開予定（単位区画毎）



３．条例規則改正について

26



3-1．改正概要

27

環境確保条例施行規則の一部改正について(土壌汚染情報公開の拡充等)

手続き 調査結果 現行 改正後

地歴調査 汚染のおそれ なし
非公開

（開示請求対応） 公開
（台帳調製）

〃 汚染のおそれ あり

土壌汚染状況調査 汚染 なし

〃 汚染 あり 公開（台帳調製）

改正内容

土壌汚染の届出情報のうち、汚染
が確認されなかった土地について
も公開の対象とする（規則58条）

１

背
景

（１）H31年土壌制度改正時の課題

・“汚染が確認された土地”の公開（台帳調製）規定を創設。一方で、“汚染が確認されなかった土地”については引き続き検討

（２）東京都のDX、オープンデータ化の推進

・R３年～ 土壌汚染対策に係る届出情報のデジタル化プロジェクトの開始

【環境基本計画2022】
2030年目標：「土壌・地下水に関する届出情報が社会全体で共有されている」

２

課
題
と
対
応

（１）汚染が確認されなかった土地の公表が公共の利益となるか、条例の目的と合致するか（条例改正時のパブコメ意見など）

・開示請求が局全体の2割程度を占めるなど、土壌汚染情報のニーズは多い。 ⇒情報公開条例の公表の努力義務

・土地の円滑な利活用、届出者の負担軽減、未届工事の未然防止等の観点から公共の利益はある。

（２）自治体の事務負担（都、事務を一部委譲している区市）

・区市とも協議し公開対象とする情報を必要最小限に。また、土壌DXの取組により、公開に係る事務作業の省力化が可能。

+自然由来等土壌



3-2．条例規則改正の目的

①汚染が確認されなかった土地の公表

平成31年条例改正時の「都における土壌汚染対策制度の見直しに係る検討について（最終取りまと
め）」において、「汚染の確認されなかったことの届出に係る情報についても、将来的な公表に向け
て、事務負担や公表の影響などを精査し、台帳制度の検討を進めていくべきである。」との答申を受
け、改正以降、土壌汚染対策検討員会で議論を行ってきた。今回、議論がまとまり公表の方向性が見
えたことから、汚染が確認されなかった土地の公表に向けた手続きを行っていく。

②オープンデータ化の実施

東京都環境基本計画（令和４年９月発行）において、2050年のあるべき姿として持続可能な土壌汚染
対策が選択されるとともに、土壌・地下水中の有害物質濃度等の情報が社会全体で共有・管理されて
いることを掲げている。このうち、情報共有・管理の手法としてオープンデータによる土地の利活用
や管理を挙げており、汚染が確認された土地だけではなく、汚染が確認されなかった土地や自然由来
等土壌のトレーサビリティ確保の観点からこれらの土地等についても公開できる規定が必要となって
くる。



3-3．改正理由

①基準不適合が確認された土地のほか、汚染が確認されなかった等の土地について公表することが公共の
利益となるか

・台帳公表規定が定められていない、汚染が確認されなかった等の土地については開示請求対応となるが、
東京都環境局全体の開示請求及び情報提供サービスにおける土壌汚染対策関連の割合は２割程度を占める
（令和元年度）

②特に基準適合データの公開については、健康被害の防止という環境確保条例の目的に合致しているか

⇒開示請求の頻度が高い等の理由があれば、積極的に公表する努力義務が生じる

（東京都情報公開条例 第３５条第２項）

・円滑な土地の利活用や土地の管理、自然由来等土壌の実態把握、トレーサビリティの確保の観点から社会
全体で土壌汚染に関連する情報共有は必要

⇒個人情報保護に関するデータ最小化の原則等を十分考慮しながら実施

・令和2年の環境省からの「土壌汚染対策法に基づく届出等の義務について（注意喚起）」に端を発し、法及
び条例の未届事案が、都や区市含め多く確認された

・未届事由としては、法や条例に対する認識不足、届出が出ているものとの誤解が主である
⇒汚染が確認された土地だけでなく、届出情報を社会全体で共有することで、未届を未然防止し、結果未届
での形質変更行為等による汚染拡散防止に繋がる

29



3-4．規則改正箇所及びオープンデータ化対応の要否

【条例規則第58条】
条例第百十八条の二第一項に規定する台帳は、次に掲げる土地について帳簿及び書類等をもって調製するものと

する。
一 条例第百十四条第一項の規定に基づく指示の対象となった工場又は指定作業場の存する土地
二 条例第百十五条から第百十七条までの規定に基づく汚染状況調査により、土壌の特定有害物質の濃度が汚染土
壌処理基準を超えていること又は地下水中の特定有害物質の濃度が地下水基準を超えていることが確認された土
地

【条例第118条の２】
知事は、第百十四条から第百十七条までの規定に基づく調査、計画書、措置等について、規則で定めるところに
より、所在地その他の規則で定める事項を記載した台帳を調製し、これを保管しなければならない。

２ 前項に規定する台帳は、公開し、一般の閲覧に供するものとする。
②公開手法は限定

していない

①、②より条例について改正は不要と判断

①届出の種別は限
定していない

【改正事項】
規則第58条を改正し、汚染のおそれなし、汚染なし等の土地について、条例第118条の2に規定する台帳として位
置づけるため、規則改正を行う。

汚染がみつかった土地のみに限定している

オープンデータについては情報公開の１つの手法であることから、個々の条例で公開の仕方を限定していない限り、
既存の枠組みで対応可能
⇒環境確保条例第118条の2に規定する台帳について、その公開手法は限定されていないため、条例改正を経ずと
もオープンデータとして公開可能。



3-5．改正による公表範囲

条例 汚染（のおそれ）有 汚染（のおそれ）無

土地利用の履歴等調査届出書
（１１７条１項）

公表なし 公表なし

土壌汚染状況調査報告書
（１１６条１項、１１６条の２１項、１１７条２項等）

台帳を調製・訂正し
調査結果、措置状況を

公表
（届出書の抜粋）

公表なし

土壌地下水汚染対策計画書
（１１６条４項 等）
汚染拡散防止計画書
（１１７条３項 等）

土壌地下水汚染対策完了届出書（１１６条８項 等）
汚染拡散防止措置完了届出書（１１７条６項 等）

自然由来等土壌

赤枠の範囲について公開規定を新設



3-6．新たな台帳調製対象

①第115条から第117条までの規定に基づく汚染状況調査を実施した土地【変更】
⇒従来のように汚染が確認された土地に限定しない

②第117条第1項の規定に基づく土地利用の履歴等調査を実施した土地【新規】
⇒地歴調査結果を公開対象に新規に規定

③第122条第1項第2号の土壌の搬出に伴う汚染拡散防止に係る土地【新規】
⇒自然由来等土壌はこれまで運用で台帳を作成していたが、汚染状況調査を経ない、搬出時調査等で判明し
た場合も届出を行わせるため新規に規定

・汚染のない、または汚染のおそれのない土地についてはその情報の意味を誤解されないように、調査結果公表時
には注意事項を記載する

・オープンデータ化に伴う個別の調査結果の公表にあたり、調査報告時点の法令に基づく基準値以下の結果につい
ては「基準値以下」と記載し、数値の独り歩きを防止する

・必要最低限の情報公開とし、適切な運用となるよう施行通知等を改正する

新たな台帳調製対象

改正・公開における留意事項

⇒規則改正前に提出された届出に対しては、遡及適用は行わない
（ただし都は、オープンデータの観点から個別同意を求めていく予定）



3-7．台帳イメージ

台帳の帳簿事項は、必要最低限とし、添付資料は原則なしとする（任意規定とする）
→①~③の台帳の帳簿は1行完結とする。また、原則として添付資料はつけないこととするが、区域間移動等位置情
報を図示で示す必要がある場合やオープンデータでは単位区画毎に調査結果を公表することから添付資料は、任
意規定とする（地歴台帳は帳簿のみ）。

（環境確保条例第118条の２　参考様式）

※1：所在地は調査対象区域として設定した範囲を示す。
※2：土壌等の汚染状況における基準適合とは、環境確保条例に基づく汚染状況調査結果が基準において適合しているとの趣旨であり、該当の土地について土壌汚染がないことを保証するものではない。
※3：基準適合とは、調査契機時の基準において適合している旨を指す。
※4：試料採取等対象物質にVOCの記載がある場合は、その分解生成物も試料採取等対象物質として調査を実施している。

㎡

汚染状況調査の方法等
に関する特記事項

土壌等の
汚染状況

基準適合

汚染のおそ
れ無

所在地
調製・訂正
年月日

（地番）

（住居）

（住居）

（地番）

案件No.

情報公開台帳【基準適合台帳】

調製契機 報告年月日整理番号 試料採取等対象物質
工場又は指定作業場の名称
（土地の改変に係る事業の名称）

調査対象地
面積

㎡

参考様式６－２汚染なし台帳案（暫定）

（環境確保条例第118条の２　参考様式）

※1：所在地は対象地（敷地）範囲を示す。
※2：汚染のおそれの有無は、環境確保条例に基づく土地利用の履歴等調査の結果であり、該当の土地について土壌汚染がないことを保証するものではない。
※3：汚染のおそれがあり、かつ、汚染状況調査の実施状況に記載がある場合は、基準適合台帳又は基準不適合台帳を参照
※4：対象地面積のカッコ書きは追加又は分割届出面積を表す。

（地番）
㎡

（住居）

㎡
（住居）

（地番）
㎡

土地利用の履歴等調査台帳【地歴台帳】

案件No. 届出年月日 所在地
調製・訂正
年月日

対象地 改変対象地 汚染状況調査の
実施状況

備考
面積 汚染のおそれ 面積 汚染のおそれ 汚染のおそれのある場合、特定有害物質の種類

㎡

参考様式６－３地歴台帳案（暫定）


